
国税庁ホームページ

確定申告書等作成コーナーにおける
「寄附金控除」の入力について
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

詳細な手順は国税庁ホームページの「ご利用ガイド」をご覧ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/guide/top

②税務署への提出方法を選択してください ※提出方法によって手順が異なります

①作成コーナートップページで「作成開始」をクリック

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成

各 提 出 方 法 に 関 す る マ ニ ュ ア ル や
問い合わせ先は こ ち ら を ご参照 く だ さい 。

印刷した書面を郵送等で税務署へ提出してください。

マイナンバーカードをお持ちの方 マイナンバーカードをお持ちでない方
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書面申告を選択された場合、以下のアンケートが表示されるので、入力してお進みください。

③書面申告を選択した場合

申請書の作成手順

①令和7年分の申告書等の作成→「所得税」を選択

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成

「スマートフォンを使用してe-Tax」を選択された場合、
マイナポータルとの連携やマイナポータルアプリの使
用については以下入力マニュアルを参照してください。
（国税庁・確定申告書等作成コーナーご利用ガイド
→入力例）
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/guide/inp
utcase

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成
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②生年月日を入力し、申請内容に関する質問に回答

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成

選択した収入の種類によっては質問
が追加されます
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【給与所得の場合】

【不動産所得の場合】

＜年末調整が済んでいない方＞
＜年末調整済の内容を変更する方＞
残りの質問に回答後、「次へ進む」

↓
「選択された所得の入力」
で「給与所得」をクリック

↓
「源泉徴収票の入力」
で「入力する」をクリック

↓
画面の案内に従ってご入力ください

↓
「所得控除の入力」画面以降の手順は
次ページ以降をご参照ください

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成

＜年末調整済みで年末調整の内容も変更しない方＞
残りの質問に回答後、「次へ進む」

↓
「給与所得の源泉徴収票の入力」
※画面の案内に従ってご入力ください

↓
「所得控除の入力」画面以降の手順は
次ページ以降をご参照ください

いずれかを選択し、画面の案内
に従ってご入力ください
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①「控除の入力」画面で「寄附金控除」をクリックしてください

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成

「控除の入力」画面以降の入力手順

5



②「証明書等の内容を入力する」をクリック

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成

③寄附年月日及び寄附金の種類を選択をクリック

「京都大学修学支援基金」または「CFプロジェクト」
へご寄附をいただいた方で、税額控除の適用を希望
される場合は「公益社団法人又は公益財団法人等
に対する寄附金」を選択してください。

※寄附金領収証書の裏面に「税額控除に係る証明
書」が付いているもの

「京都大学修学支援基金」、「CFプロジェクト」以外
の京都大学基金（「iPS細胞研究基金」など）へご寄
附をいただいた方は「上記以外の寄附金控除に該
当する寄附金」を選択してください。

※寄附金領収証書の裏面が空白のもの
※所得控除のみ適用となります

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成
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⑤お住まいの都道府県および市区町村が「京都大学への寄附」を条例指定しているか、
下記一覧をご確認いただき、該当するものを選択してください

【寄附金税額控除の対象として本学が条例指定されている都道府県・市町村一覧】
2025（令和7）年3月5日現在

【注意】
上記は本学に対する寄附金の条例指定が確認できた都道府県および市町村の一覧です。
最新の状況及び上記以外につきましては、お住まいの都道府県・市区町村のホームページによりご確認いただくか、
各都道府県・市区町村へお問い合わせください。

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成

市町村都道府県

京都市京都府

高槻市・枚方市・茨木市・寝屋川市・能勢町大阪府

大津市・彦根市・守山市・湖南市滋賀県

徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・三好市・勝浦町・
上勝町・佐那河内村・石井町・神山町・那賀町・牟岐町・美波町・海陽町・松茂町・
北島町・藍住町・板野町・上板町・つるぎ町・東みよし町

徳島県

山口市・下松市・岩国市・光市・柳井市・周南市・山陽小野田市・周防大島町・上関町・
田布施町・平生町・阿武町山口県

※愛知県は県のみ条例指定あり（市町村の住民税は控除対象外）愛知県

【①】下記の市町村にお住いの方
（例：京都市、高槻市、大津市等）

【②】下記の都道府県にお住いで、かつ
下記の市町村以外にお住いの方
（例：京田辺市、大阪市等）

【③】下記の都道府県以外にお住いの方
（例：奈良県、兵庫県等）

…①

…②

…京都大学は非該当

…③
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⑥「支出した寄附金の金額」「寄附先の所在地」「寄附先の名称」を記載してください

→「京都市左京区吉田本町３６番地１」

→「国立大学法人 京都大学」

⑦すべての入力が完了したら入力内容確認画面によりご確認ください

「京都大学修学支援基金」、「CFプロジェクト」が該当

「京都大学基金」
「iPS細胞研究基金」などが該当

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成

出典：国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成

■ 適宜の方法にて確定申告書をご提出ください ■

所得金額から控除される金額
→ 大まかな減税額は、寄附金控除額
に寄附者の方の収入額に応じた税率
（５％～45％）を乗じた額となります（た
だし上限があります）

税額から控除される金額
→ 表示の金額が減税されます
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所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、寄附金控除の証明書・受領証
については、その記載内容を入力して送信することにより、税務署への提出又は提示を省
略することができます。
ただし、申告書の入力内容の確認のため、税務署等において必要があると認めたときは、
原則として法定申告期限から５年間、税務署等からこれらの書類の提出又は提示を求めら
れることがありますので、寄附金控除の証明書・受領証は大切に保存してください。

■ 寄附金の受領証等の提出について ■

（ご参考）添付書類の提出要否の見分け方

確定申告書等作成コーナーで申告書を作成した後に出力する「申告書等送信票（兼
送付書）」の「提出省略」欄に〇印がついているものは提出を省略できるものです。

●

【確定申告書をe-Taxにより提出する場合】

【確定申告書を書面で提出する場合】

所得税の確定申告書の「添付書類台紙」に貼るなどして申告書と一緒に提出する必要が
あります。

寄附した団体等から交付を受けた寄附金の受領証等

出典：国税庁ホームページより引用
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